
MSDS の提供は、原則として他の事業者と対象化学物質または
対象化学物質を含有する製品を取引する事業者すべてに義務づけられています。

MSDS に化学物質の粉じん爆発DATA を記載しましょう！
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MSDS制度
対象化学物質または当該化学物質を含有する製品を事業者間で取引する際、その性状
および取扱いに関する情報の提供を義務づける制度。
MSDS 作成の内容および項目の順序については、「JIS  Z  7250」によって、規定されています。

粉じん爆発DATAに関するMSDS作成
お手伝いします！

粉じん爆発DATAに関するMSDS作成
お手伝いします！



MSDS は、3つの法律に定められた物質が対象です。
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MSDS の作成をお手伝いします！
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※PRTR とは化学物質排出把握管理促進法

各法律で物質の表記に相違があるため、数え方によって誤差が生じます。

2011 年 3 月現在

物理的及び化学的性質

各法律に対応したMSDS に関する担当省庁の部署

PRTR 法

労働安全衛生法

毒物及び劇物取締法

経済産業省 製造産業局 化学物質管理課

厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課

厚生労働省 医薬食品局 審査管理課 化学物質安全対策室

この項目の中で、情報の提供を義務づけられる事項として挙がっています。

液体（溶剤）は爆発範囲の上限・下限を記載するように義務化されています。
粉体はまだですが、安全に対する 内容ですので、積極的に情報提供を行いましょう！

PRTR 法

労働安全衛生法

毒物及び劇物取締法

JIS  Z  7250：2010

労働安全衛生法　57条の 2

毒物及び劇物取締法施行規則 13条の 12

各法律の規定文書

9. 物理的及び化学的性質

・外観（物理的状態、色など）　・臭い　・pH   ・融点 / 凝固点　
・沸点、初留点と沸騰範囲　・引火点　・燃焼又は爆発範囲の上限 /下限
・蒸気圧　・蒸気密度　・密度　・溶解度　・ｎ-オクタノール /水分配係数
・自然発火温度　・分解温度

□情報の提供義務

□情報を提供するのが望ましい
・臭いのしきい値　・蒸発速度　・燃焼性（固体 /ガス）　・粘度（粘性率）

◆JIS  Z  7250：2010 の記入項目（10ページに記載されています）
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